書式第８号（法第１０条・第２５条関係）設立・定款変更用

	２０２５年度
	事業計画書





　　ＮＰＯ法人滝沢克己協会　　
１　事業実施の方針
　本会の最大行事・総会（東京）と追悼会を各地で開催（啓発教育事業）、会誌の３３号の出版と公式サイトの充実をさらに進めるとともに、昨年一部実現した各地集会のハイブリッドでの接続（機関誌・ネット事業）を期す。また、福岡の一般社団法人記念館との協力関係をさらに進めたい（資料関連事業）。

２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【　５５８　】千円　）
	定款に記載
された
事業名
	事業内容
	日時
	場所
	従事者
人数
	受益
対象者
範囲
	受益
対象者
人数
	事業費
（千円）

	広く市民に向けて発信する機関誌・ネット事業
	
会誌『思想のひろば』３３号を出版する。


今年度から始まったオンライン講座の完遂を期す。


また公式サイトの充実。

	２０２６２月


４月～月一回継続


通年度
	東京都



西宮市・東京都・福岡市


	１５名




１０名



	会員及び一般市民の購入者


会員及び一般市民の閲覧者

同上

	９０名





９０名
	２８０



３８



　５０

	
	東京にて総会と講演会、追悼会をハイブリッド（HB）形式で開催する。
	６月１回
	東京会場（本駒込）とネットのHB会議
	３名
	会員及び関心のある日本の一般市民
	　９０名
	　１５０

	広く市民に向けた講演会や勉強会の開催による啓発教育事業
	関西での追悼会と勉強会を継続。ハイブリッド形式を実現したい。
	５月から年度に四回開催の予定
	西宮市
	６名
	会員及び関心のある日本の一般市民
	　９０名
	１０

	
	一般社団滝沢記念館と共催で福岡で追悼会、シンポジウムなどを開催する。引き続きハイブリッド形式を実現したい。
	７月に１回予定
	福岡市
	８名
	会員及び関心のある日本の一般市民
	　９０名
	１０

	滝沢に関する一次資料の保管・活用及び収蔵品の管理等の事業
	記念館の資料整理が始まり、協力、支援する。

後期著作集全五巻の刊行準備にはいる。広告パンフの作成までを目指す。
	４月から


４月から継続的に


	福岡市


東京


	４名


５名


	会員及び一般の訪問者

一般読者及び研究者
	１００名
	１０



１０




